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１．注意事項、問合せ先 

 

（１）注意事項 

 

① 本資料の説明画面はデモ画面であり、実際の画面と異なる場合がありますのでご

注意ください。 

② 本資料は沖縄型スタートアップ拠点化推進事業費補助金（研究開発型スタートア

ップ支援事業）（以下、「研究開発型スタートアップ事業」という。）に関する申請

のために最低限必要な入力事項を簡易的に紹介するものです。詳細は下記 URLの

操作マニュアルを参照いただくか、e-Rad ヘルプデスクまでお問い合わせくださ

い。 

https://www.e-rad.go.jp/manual/for_organ.html 

③ e-Radに入力する内容については、研究開発型スタートアップ事業の申請書の内

容と齟齬が生じないよう注意してください。 

 

 

（２）問い合わせ先 

 

①  e-Rad ヘルプデスク 0570-057-060（ナビダイヤル） 

03-6631-0622（直通） 

 受付時間 9:00～18:00（平日） 

※土曜日、日曜日、国民の祝日及び年末年始（12 月 29日～1月 3日）を除く 

 

② e-Radに関する FAQ（e-Rad ポータルサイト内） 

https://qa.e-rad.go.jp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.e-rad.go.jp/manual/for_organ.htmll
https://www.e-rad.go.jp/manual/for_organ.html
https://qa.e-rad.go.jp/
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２．申請前にまず行っていただくこと 

 

（１）e-Rad にログインするための ID、パスワードの取得 

 

研究開発型スタートアップ事業の申請には、申請者が研究機関の登録及び研究者の

登録を行っていただくことが必要です。また、申請は申請者自らが行う必要がありま

す。 

 

申請書類を準備いただいても、e-Radによる登録手続きを行わないと本事業の申請が

できませんのでご注意ください。 

 

e-Radの登録手続については、以下のとおりですが、詳細は下記 URLの「研究機関の

登録申請の方法」をご覧ください。 

なお、既に e-Radの ID、パスワードをお持ちの場合は、本手続は不要です。 

https://www.e-rad.go.jp/organ/entry.html 

 

登録の手続きには、必要書類の到着から２週間程度の日数を要する場合がありま

す。余裕をもって登録手続きを行ってください。 

  

https://www.e-rad.go.jp/organ/entry.html
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（２）研究機関及び事務代表者の登録 

研究機関登録申請書等の必要書類を、システムを通じて e-Rad運用担当に提出しま

す。申請書の様式は下記 URL※1よりダウンロードしてください。組織内で e-Radに関す

る事務処理を行う方の代表者（研究機関事務代表者といいます。）を１名決めた上で、

研究機関の登録を行ってください。 

申請書の提出があり次第、e-Rad運用担当においてシステムへの登録が行われます

（この作業に最大２週間程度時間を要します）。 

登録完了後、研究機関事務代表者のメールアドレスにログイン ID、パスワードが送

信されますので、当該ログイン ID、パスワードを使用して e-Radにログインしてくだ

さい。 

※１【e-Radサイト：研究機関の登録申請の方法】 

（新規登録に必要な様式は「様式 1-1 研究機関登録申請書」です。） 

 https://www.e-rad.go.jp/organ/entry.html 

 

 

（３）研究者の登録 

登録手続きに関しては、下記 URLの「研究者の新規登録」をご参照ください。 

 

【e-Radサイト：操作マニュアル 事務代表者用「１２.研究者手続き編」】 

https://www.e-rad.go.jp/manual/02-0.pdf 

 

（参考） 

【e-Radサイト：「研究機関向け操作マニュアル」】 

https://www.e-rad.go.jp/manual/for_organ.html 

 

【e-Radサイト：「所属研究者の登録方法」】 

https://www.e-rad.go.jp/organ/regist.html 

 

  

https://www.e-rad.go.jp/organ/entry.html
https://www.e-rad.go.jp/manual/02-0.pdf
https://www.e-rad.go.jp/manual/for_organ.html
https://www.e-rad.go.jp/organ/regist.html
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３．e-Radによる申請の手順 

 

（１）ログイン 

 

①e-Rad（https://www.e-rad.go.jp/）にログインしてください。 

 

  

 

②ログイン ID、パスワードを入力してください。 

 

  

クリック ① 

https://www.e-rad.go.jp/
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（２）応募する公募の選択 

 

①ホーム画面で、「新規公募タブ」の中の「公開中の公募（新規応募）」をクリックしてく

ださい。 

 

②検索条件を指定します。検索ボックスに「沖縄型スタートアップ拠点化推進事業」 

と入力し、「検索」をクリックしてください。 

③公開中の公募一覧から研究開発型スタートアップ事業の「応募する」をクリックしてく

ださい。 

  

①クリック 

クリック 

「沖縄型スタートアップ拠点化推進事業」を入力 ② 

研究開発型スタート

アップ事業であるか

を確認 

③ 
クリック ② 

③ 
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（３）注意事項の確認 

 

①応募に当たっての注意事項画面において、応募に関する注意事項※の内容を確認後、「承

諾して応募する」をクリックしてください。 

※研究開発型スタートアップ事業の申請に関するものではなく、e-Radにおける公募の一般的な注意事

項になります。 

※研究機関単位でないと応募手続に進めませんので注意してください。 

 

 

  

クリック 
① 
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（４）申請内容の入力 １研究開発課題名等の入力 

 

①応募（新規登録）画面に遷移しますので、研究開発課題名（計画名）を入力してくださ

い。 

 

 

① 
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（５）申請内容の入力 ２基本情報の入力 

 

①基本情報タブを選択してください。 

②補助事業期間を開始年から終了年を西暦で入力してください。 

（本事業の事業期間は１年度のみとなります）。 

【入力例：（開始）：２０２４ 年度から（終了）：２０２４ 年度まで】 

③研究分野（主）では、「研究の内容」に最も適当と考えられるものを選択肢の中から選択

してください。 

※「研究の内容」は、「研究の内容を検索」から選択画面に遷移します。 

 

④研究目的を簡単に記述します。【別紙１】補助事業計画書「３．事業内容（研究開発から

事業化まで記述のこと）（３）研究開発内容等」に記載する内容と齟齬がないように記

載してください。 

 

⑤研究概要を入力します（【別紙１】補助事業計画書「３．事業内容（研究開発から事業化

まで記述のこと） 表中（２）事業概要」と同じ内容を入力してください）。 

※本事業に採択された場合、⑤の研究概要に記載いただいた内容と研究開発課題名

（計画名）等を中小企業庁 HP に採択案件の情報として公開します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 

⑤ 

クリック 

① 

② 

③ 
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【参考】上図③遷移後の研究の内容検索画面 

 

 

  

① 
クリック 

いずれか選択してください 

クリック 

② 

③ 

最も適当なものを選択 ④ 
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⑥研究開発型スタートアップ事業の申請書のファイルをアップロードします。「参照」をク

リックしてファイルを指定します。 

 

⑦ファイルの指定後、「アップロード」をクリックすることで e-Radにアップロードできま

す。一度に複数のファイルをアップロードすることも可能です。 

 

※ファイル毎に容量制限があります。合計 30MBのデータ容量制限がありますのでご注

意ください。 

※以下の画面の申請書類は例です。申請に必要な書類は公募要領等を参照してくださ

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

クリック 
⑥ 

⑦ クリック 
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【アップロードするファイルについて】 

〇別紙１～４のファイル名はそれぞれ以下のとおりとし、（○○○）に事業者名を記載す

ること。 

 

【アップロードするファイル】 

 必要な申請書類 ファイル名 ファイルの 

種類 

備考 

1 ・【別紙１】補助事業計画申請書  01【別紙１】補助事業計画書

（○○○）  

Word 通しページ

番号を付

け、１ファ

イルにまと

める 

2 ・【別紙２】支出計画書 

・【別紙３】経費明細表 

02【別紙２・別紙３】支出計

画書・経費明細表（○○○）  

Excel １ファイル

にまとめる 

3 ・【別紙４】補助事業概要 03【別紙４】補助事業概要

（○○○） 

 

PDF  

4 ・直近２期間の決算書 

（貸借対照表、損益計算書及び

個別注記表） 

04【決算書】令和４年度・令

和５年度・決算書（○○○） 

 

PDF 全て合わせ

て１ファイ

ルにまとめ

る 

5 ・会社情報（会社案内等） 

・登記事項証明書 

05【会社情報】会社案内・登

記事項証明書（○○○） 

 

PDF 全て合わせ

て１ファイ

ルにまとめ

る 
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（６）申請内容の入力 ３研究経費・研究組織情報の入力 

 

①研究経費・研究組織タブを選択してください。 

②補助金交付申請額を入力します。 

※【別紙２】の「補助金交付申請額」を入力してください。具体的には、「人件費」及び

「事業費」毎に交付申請する補助金額を入力してください。 

なお、【別紙２】及び【別紙３】では「円単位」で記載しますが、e-Radの入力フォーム

上は「千円単位」でしか入力できませんので千円以下を切り捨てた数字を入力してくだ

さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③申請者の補助金額を入力します。 

上記「②補助金交付申請額を入力します。」にて 入力した各項目の金額の合計を入力し

てください。 

  

 

 

 

  

② 

②で入力した金額の合

計額を転記 

③ 

① 
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（７）入力内容の確認・申請情報の登録 

 

①応募・受入状況タブで入力する内容はありません。画面下部の「入力内容の確認」をク

リックしてください。 

※エラー表示が出た場合は、ポップアップの内容に従ってエラーを解消してください。e-

Radの操作方法等についてご不明な点等がありましたら、本マニュアル 3ページに記載

している e-Radヘルプデスクまでお問い合わせください。 

 

 

  

クリック 

① 
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②応募（入力内容の確認）画面に遷移します。内容を確認し、画面下部の「この内容で提

出」ボタンをクリックします。 

 

 

 

③確認のポップアップが出ますので、OK をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

② クリック 

③ 
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④申請が完了しました。続いて申請内容が e-Rad上で適正に処理されているかをチェック

します。「応募／採択課題一覧へ」をクリックしてください。 

 

 

⑤応募／採択課題一覧画面に遷移します。検索条件に何も入力せずに「検索」をクリック

してください。研究開発型スタートアップ事業の申請を含む e-Radで提出した内容が全て

表示されます。 

 

 

 

クリック 
④ 

クリック 
⑤ 
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○検索結果が表示されます。提出締切日までにシステムの「応募課題情報管理画面」の応

募状況が「配分機関処理中」と表示されていれば研究開発型スタートアップ事業の申請

手続は終了です。 

なお、正しく操作しているにもかかわらず、提出締切日までに「配分機関処理中」と

表示されていない場合は、本マニュアル 3ページに記載している e-Radヘルプデスクま

でお問い合わせください。 

 

 

※申請書の受理状況は、「応募／受入状況画面」から確認することができます。 

 なお、e-Rad上で「配分機関処理中」「受理済」となっている場合であっても、申請書類

に不備がある場合には審査されないことがありますので注意してください。 

①研究開発型スタートア
ップ事業であるかを確認 

②「配分機関処理中」と表
示されているか確認 


